


ケアハウス・ジョイフル江南



　　　ケアハウスジョイフル江南のご案内

　ケアハウスとは？
◇できる限り自立した生活を送っていただくことを目的とする新しいタイプの軽費老人ホームです。
◇居室は全て個室で、プライバシーを尊重、共有部もバリアフリーの構造になっております。
◇食事・入浴のサービスを受けながら、ご家庭にいるのと同じ様に生活していただけます。
◇必要に応じて、在宅福祉サービスをご利用できます。

食事・風呂・娯楽・安心が揃った高齢者施設です。入居条件は、身の
回りのことが、ご自分でできる60歳以上の方。居室はすべて個室で 　サービスの内容は？

必要に応じ在宅福祉サービスを利用できます。外出・外泊も自由！！ ◇お食事

随時、ご見学・体験入居承っております。ぜひ、一度ご見学を！！ 　毎日３食、栄養士が作成したメニューをご用意しております。

　　寿司の日もございます。
◇ご入浴
　７階展望大浴場を毎日ご利用いただけます。
　居室内には全て、シャワー付きユニットバスもございます。
◇相談・助言
　困り事、心配事など、暮らしや健康のご相談をお受けしております。

◇緊急時の対応

　医療機関への連絡等、迅速に対応いたします。ただし、個室でプライバシーを尊重するケアハウスの
性質上、発見が遅れる可能性があります。
◇活動の支援
　お茶会、体操教室等、各種クラブ活動をはじめ、買い物バスの運行等の行事をお手伝いしております。
◇在宅福祉サービスの利用
　ホームヘルプサービス、デイサービス、デイケア、ショートステイ等の在宅福祉サービスが必要と
なられた場合には関係機関への連絡調整を行っております。
◇その他
　娯楽室、図書室、手芸室、シアタールーム、フィットネスルーム等、自由にご利用して　いただけます。
ゲストルーム（１泊朝・夕食付き：お一人様2100円）もございます。

入居の条件は？
◇６０歳以上の方。但し、ご夫婦の場合は、どちらかお一人様が６０歳以上であればご利用できます。
◇日常生活（食事・入浴・排泄・金銭管理等）がご自分でできる方。
◇感染症等の問題がなく、共同生活に適応できる方。
◇身元引受人のある方。

　入居に必要な費用は？
◇入居一時金
　契約時に３０万円（但し、利用料滞納に備えての保証金として）。滞納がなかった場合は、全額返還いたします。　
お二人部屋の場合は５０万円。
◇管理費
　各年度ごとにお一人様75,000円。
◇毎月の利用料
　国の定める基準に従い、前年の収入に応じて算定した事務費及び生活費の合算額を毎月　
お支払いいただきます。（別紙をご参照下さい。）
◇暖房費（１１月～３月）
　月額1,960円（国の定めた額）。
◇光熱水費等
　各居室内でお使いになられた電気・水道・給湯・電話のご使用料。
◇料金のお支払方法
原則として口座引き落としでお願いいたします。
口座は当施設での指定金融機関（東濃信用金庫　江南支店）に開設していただくようお願いいたします。
●口座引き落とし　ご利用翌月の17日（休日の場合は次の営業日）に指定口座より引き落とされます。
●銀行振込　請求書同封の振込用紙にてご利用翌月末（休日の場合は次の営業日）までにお振込みください。
振込手数料はご負担願います。

　お問い合わせ・お申し込みは
◇ケアハウスへのご入居は、理事長との契約になります。
◇直接“ケアハウス ジョイフル江南”へお問い合わせ・お申し込み下さいませ。
　　TEL：（０５８７）５７－３３０１　　FAX：（０５８７）５７－２２５１
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利用料合計
事務月額 補助金額 本人負担 生活月額 本人負担 本人負担額

1 １５０以下 39,410 10,000 56,320
2 １５０～１６０ 36,410 13,000 59,320
3 １６０～１７０ 33,410 16,000 62,320
4 １７０～１８０ 30,410 19,000 65,320
5 １８０～１９０ 27,410 22,000 68,320
6 １９０～２００ 24,410 25,000 71,320
7 ２００～２１０ 19,410 30,000 76,320
8 ２１０～２２０ 14,410 35,000 81,320
9 ２２０～２３０ 9,410 40,000 86,320

10 ２３０～２４０ 4,410 45,000 91,320
11 ２４０以上 0 49,410 95,730

ケアハウス利用料本人負担一覧表

階層
前年の収入
　　　（万円）

事務費 生活費

49,410 46,320 全　額

＊　事務費　　　夫婦の場合：収入を合算し、合算額の１／２をそれぞれの個々の対象収入とする。

　　　　　　　　　　　　　　その額１５０万以下の夫婦はそれぞれ３０％減額した額を徴収する。（本人負担　７,000円）

＊　生活費　　　１１月～３月　冬期加算（本人負担　＋1,960円）　
令和7年4月1日　現在


